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付
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示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
田
み
の
り
高
等
部
の
連
携

措
置
に
係
る
科
目
に
つ
い
て
令
和
四
年
四
月
一
日
付
け
で
次
の
と
お

り
追
加
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
四
日

東
京
都
教
育
委
員
会

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係

る
科
目

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係
る

科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校
の
科

目

ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

商
品
開
発
と
流
通

商
品
開
発
と
流
通

ビ
ジ
ネ
ス
法
規

ビ
ジ
ネ
ス
法
規

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
田
み
の
り
高
等
部
の
連
携

措
置
に
係
る
科
目
に
つ
い
て
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
付
け
で
次
の

と
お
り
指
定
の
解
除
を
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
四
日

東
京
都
教
育
委
員
会

指
定
の
解
除
を
し
た
連
携
措
置

に
係
る
科
目

指
定
の
解
除
を
し
た
連
携
措
置
に

係
る
科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校

の
科
目

広
告
と
販
売
促
進

広
告
と
販
売
促
進

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
田
美
容
専
門
学
校
の
連
携

措
置
に
係
る
科
目
に
つ
い
て
令
和
四
年
四
月
一
日
付
け
で
次
の
と
お

り
追
加
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
四
日

東
京
都
教
育
委
員
会

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係

る
科
目

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係
る

科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校
の
科

目

美
容
総
合
基
礎

生
活
産
業
基
礎

美
容
と
福
祉

生
活
産
業
基
礎

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

生
活
産
業
基
礎

保
健

人
体
の
構
造
と
機
能

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
田
調
理
師
専
門
学
校
の
連

携
措
置
に
係
る
科
目
に
つ
い
て
令
和
四
年
四
月
一
日
付
け
で
次
の
と

お
り
追
加
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
四
日

東
京
都
教
育
委
員
会

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係

る
科
目

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係
る

科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校
の
科

目

調
理
理
論
と
食
文
化
概
論
Ⅱ

（
食
文
化
概
論
）

食
文
化

総
合
調
理
理
論

総
合
調
理
実
習

総
合
調
理
実
習

総
合
調
理
実
習

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
田
調
理
師
専
門
学
校
の
連

携
措
置
に
係
る
科
目
に
つ
い
て
令
和
四
年
四
月
一
日
付
け
で
次
の
と

お
り
追
加
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
四
日
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東
京
都
教
育
委
員
会

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係

る
科
目

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係
る

科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校
の
科

目

食
品
の
安
全
と
衛
生

（
食
品
衛
生
学
実
習
３５
時
間

含
む
）

食
品
衛
生

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
野
工
業
高
等
学
園
の
連
携

措
置
に
係
る
科
目
に
つ
い
て
令
和
四
年
四
月
一
日
付
け
で
次
の
と
お

り
追
加
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
四
日

東
京
都
教
育
委
員
会

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係

る
科
目

追
加
指
定
し
た
連
携
措
置
に
係
る

科
目
に
対
応
す
る
高
等
学
校
の
科

目

機
械
系
機
械
加
工
科

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
操
作
基
本

実
習

工
業
情
報
数
理

安
全
衛
生

工
業
管
理
技
術

生
産
工
学
概
論

測
定
法

機
械
工
作

機
械
工
学
概
論

材
料

材
料
力
学

電
気
工
学
概
論

電
気
回
路

金
属
加
工
系
塑
性
加
工
科

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
操
作
基
本

実
習

工
業
情
報
数
理

安
全
衛
生

工
業
管
理
技
術

生
産
工
学
概
論

測
定
法

機
械
工
作

塑
性
加
工
概
論

プ
レ
ス
加
工
法

金
属
材
料
学

材
料
力
学

電
気
工
学
概
論

電
気
回
路

第
一
種
自
動
車
系
自
動
車
製
造
科

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
操
作
基
本

実
習

工
業
情
報
数
理

安
全
衛
生

工
業
管
理
技
術

生
産
工
学
概
論

測
定
法

機
械
工
作

材
料
力
学

材
料

自
動
車
工
学

電
気
及
び
電
子
理
論

電
気
工
学
概
論

電
気
回
路

電
気
・
電
子
系
製
造
設
備
科

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
操
作
基
本

実
習

工
業
情
報
数
理

安
全
衛
生

工
業
管
理
技
術

生
産
工
学
概
論

測
定
法

機
械
工
作

機
械
工
学
概
論

電
気
理
論

電
気
回
路

関
係
法
規

電
力
技
術

制
御
工
学

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

東
京
都
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
条
例
第
二
十

五
号
）
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
東
京

都
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
。

令
和
四
年
四
月
四
日

東
京
都
教
育
委
員
会

指
定
が
解
除
さ
れ
た
も
の
（
令
和
四
年
三
月
十
三
日
付
）

種

別

名
称
、
所
在
地
等

保
持
者

東
京
都
指
定
無

形
民
俗
文
化
材

（
民
俗
芸
能
）

八
王
子
車
人
形

（
伝
承
地
）
八
王
子
市

八
王
子
市
下

恩
方
町
千
五

百
六
十
六
番

地西
川
古
柳
座

西
川
古
柳

公

告

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め

ら
れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
四
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
五
百
三
十
九
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
五
千
万
円

百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
四
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八

月
十
六
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
四
百
四
十
万
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円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
四
十
五
万

八
千
七
百
四
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
二
百
八
十
八
万

五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
四
年
四
月
十
九
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
五
百
四
十
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

六
億
円

三
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
四
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
七
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
八
千
五
百
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
七
百
四
十
九

万
九
千
二
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
四
百
五
十
万

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
四
年
四
月
十
九
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
五
百
四
十
一
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

三
億
円

百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
四
年
八
月
三
日
か
ら
同
月
三
十
日

ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
四
千
二
百
五

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
八
百
七
十
六

万
六
千
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
二
十
五
万

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
四
年
四
月
十
九
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
五
百
四
十
二
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

六
億
円

三
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
九

月
二
十
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
九
千
五
百
九

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
五
百
五
十
八

万
五
千
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
九
百
四
十
八

万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
四
年
四
月
十
九
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
五
百
四
十
三
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

三
億
円

百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
四
年
九
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
月

十
一
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
四
千
二
百
五

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
八
百
六
十
九

万
一
千
八
百
五
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
二
十
五
万

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
四
年
四
月
十
九
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
五
百
四
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円

二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
十

月
十
八
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
八
千
四
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
七
十
一
万
三

千
九
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
十
八
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
四
年
四
月
十
九
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。
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東

京

都
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京
都
新
宿
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目
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番
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号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
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